
 

 

 

 

 

 

 

 

指定短期入所生活介護・指定介護予防短期入所生活介護事業所 
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当施設は介護保険事業所の指定を受け、利用者に対して指定短期入所生活介護・指定介護予防短期入

所生活介護を提供します。施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを

次のとおり説明します。 

＊当サービスの利用は、要介護・要支援と認定された方が対象となります。 

 

１ 事業者 

（１） 法人名    社会福祉法人青森県すこやか福祉事業団 

（２） 所在地    青森県青森市中央三丁目２０番３０号県民福祉プラザ３階 

（３） 電話番号   ０１７－７７７－８１１８ 

（４） 代表者氏名  理事長 須藤 和彦 

（５） 設立年月日  昭和５２年１２月５日 

 

２ 事業所の概要 

（１） 事業所の種類  指定短期入所者生活介護・指定介護予防短期入所生活介護事業所 

平成２６年１２月１日指定 介護保険事業所番号 ０２７０１０５０９１ 

（２） 事業所の名称  特別養護老人ホームすこやか苑 

（３） 事業所の所在地 青森県青森市大字浜館字間瀬８５番地６ 

（４） 電話番号    ０１７－７５７－８１２２ 

（５） ＦＡＸ番号   ０１７－７５７－８１２６ 

（６） 事業所長氏名  管理者 大水 康治 

（７） 事業所の運営方針 

① サービスの提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った

サービスの提供に努めます。 

② 可能なかぎり居宅における生活との継続性を念頭に置いてサービスを提供することにより、

利用者がその能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮します。また、居

住環境を少人数とし、家庭的な雰囲気の中でケアを行います。 

③ 地域や家庭との結びつきを重視し、青森市、居宅介護支援事業者及び他の居宅サービス事業者

並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合

的なサービスの提供に努めます。 

（８） 開設年月日  平成２６年１２月１日 

（９） 入居定員 

併設利用型 １０名 

     空床利用型 併設特別養護老人ホームの定員２９名以内 

 

３ 設備の概要 

居室・設備の種類 部屋数 備    考 

個室 １０室 １０室×１ユニット トイレ洗面収納付 

共同生活室 １ヵ所 リビングダイニングとして 

浴室 ２ヵ所 個別浴槽１ 特殊浴槽１ 

機能訓練室 １ヵ所 多目的ホール兼用 

医務室 １ヵ所 ２階 



 

 

４ 職員の体制 

職 名 業 務 内 容 常 勤 非常勤 合 計 

管理者 施設全体の管理監督 １名  １名 

医師 診察、健康管理  １名 １名 

生活相談員 生活相談、連絡調整 １名  １名 

看護職員 診察の補助、健康管理 １名  1名 

介護職員 日常生活介護全般 ４名  ４名 

栄養士 献立作成、栄養指導 １名  １名 

機能訓練指導員 機能訓練 １名  １名 

事務員 庶務、会計、その他 １名  １名 

労務員 苑内の清掃  ３名 ３名 

専任当直員 夜間警備、建物管理  ３名 ３名 

  ※上記職員他、併設特別養護老人ホームの職員は、指定短期入所生活介護・指定介護予防短期入所

生活介護事業所の職員を兼ねる。 

 

  ＜主な職種の勤務体制＞ 

職 名 勤 務 時 間 

管理者 

生活相談員 

栄養士 

機能訓練指導員 

日勤Ｅ 

日勤Ａ 

日勤Ｂ 

日勤Ｃ 

日勤Ｄ 

日勤Ｆ 

７：３０ ～ １６：３０ 

８：００ ～ １７：００ 

８：３０ ～ １７：３０ 

９：００ ～ １８：００ 

９：３０ ～ １８：３０ 

 １０：００ ～ １９：００ 

医師 木曜日 １３：００ ～ １４：００ 

看護職員 早番 

日勤Ｅ 

日勤Ａ 

日勤Ｂ 

日勤Ｃ 

日勤Ｄ 

日勤Ｆ 

看護遅番 

７：００ ～ １６：００ 

７：３０ ～ １６：３０ 

８：００ ～ １７：００ 

８：３０ ～ １７：３０ 

９：００ ～ １８：００ 

９：３０ ～ １８：３０ 

１０：００ ～ １９：００ 

１２：００ ～ ２１：００ 

介護職員 早番 

日勤Ｅ 

日勤Ａ 

日勤Ｂ 

日勤Ｃ 

日勤Ｄ 

日勤Ｆ 

遅番 

夜勤 

７：００ ～ １６：００ 

７：３０ ～ １６：３０ 

８：００ ～ １７：００ 

８：３０ ～ １７：３０ 

９：００ ～ １８：００ 

９：３０ ～ １８：３０ 

１０：００ ～ １９：００ 

１３：００ ～ ２２：００ 

２２：００ ～ 翌７：００ 



 

 

入浴Ｅ 

入浴Ａ 

入浴Ｄ 

介① 

介② 

介③ 

７：３０ ～ １６：３０ 

８：００ ～ １７：００ 

９：３０ ～ １８：３０ 

 ７：００ ～ １２：００ 

 ８：００ ～ １３：００ 

１６：００ ～ ２１：００ 

 

５ サービス内容 

 指定短期入所生活介護・指定介護予防短期入所生活介護では、利用者に対して以下のサービスを提供

します。 

（１） 介護保険の給付の対象となるサービス 

以下のサービスは、計画作成担当者が利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏ま

えて作成した短期入所生活介護計画・介護予防短期入所生活介護計画をもとに提供します。 

 

＜サービスの概要＞ 

区  分 内   容 

食  事 

 

・利用者の状況に応じて適切な食事介助を行います。 

・原則として食堂での食事提供、介助を行います。 

・身体状況（嚥下状態等）に応じた食事の提供を行います。 

※食材料費、調理等に係る費用は介護保険対象外です。 

入  浴 

・利用者の状況に応じて適切な入浴介助を行うとともに、入浴の自立に

ついても適切な援助を行います。 

・原則週２回以上の入浴または清拭の援助を行います。 

排  泄 
・利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自立に

ついても適切な援助を行います。 

身辺介助 

・移動介助、体位交換、衣類の着脱、身だしなみ介助（歯磨き、洗顔、

整髪等）を行います。 

・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 

・生活リズムを考え、毎朝夕の着替えを行うように配慮します。 

・快適な生活が送れるよう適切な環境を整えます。 

機能訓練 
・利用者の状況に適した機能訓練を行い、身体機能の維持、低下防止に

努めます。 

健康管理 

・利用者の健康管理に努めます。 

・利用者の服薬管理を行います。 

・緊急時には医師（嘱託）、かかりつけ医、または協力医療機関等への

引継ぎを行います。 

巡回 ・日中及び夜間の定期的な巡回による安全確保に努めます。 

相談及び援助 
・利用者及びご家族からの相談について誠意をもって応じ、可能な限り

必要な援助を行うよう努めます。 

環境整備 
・利用者の居室・共用部分の清掃、整理等を行い、快適な生活を過ごせ

るよう適切な環境を整えます。 



 

 

レクリエーション等 
・個人で選択できる各種趣味活動等を提供します。 

・季節ごとのイベント及び行事等を企画します。 

送  迎 
・利用者の心身の状態、家族等の事情等から送迎を行うことが必要と認

められる利用者に、その居宅と事業所との間の送迎を行います。 

 

（２） 利用料金の全額をご契約者に負担していただくサービス（別途費用がかかるもの） 

区  分 内容・料金 

居   室 
・施設利用するために必要な居住費 

※但し、負担限度額認定証記載段階の限度額とします。 

食   事 
・食材料費、調理等に係る費用 

※但し、負担限度額認定証記載段階の限度額とします。 

特別な食事 ・特別な食事を提供する場合にかかる費用 実費 

理美容 ・理美容に要した費用 実費 

健康管理 ・通院等に係る医療費、お薬代 実費 

その他の日常生活に 

係るサービス 

・外部クリーニング利用代金 実費 

・レクリエーション、クラブ活動費用等 実費 

※但し、機能訓練の一環や全体レクリエーション（行事）等による活動

費用は除きます。 

・日用品等の購入費 実費 

・コピー代 

・電気料（個人用ＴⅤ持込み） 

送  迎 

・通常の送迎の実施地域を越えて行う送迎費 

※但し、原則近隣市町村のみとし、遠方から利用する場合は、随時協議

した額とします。 

 ※具体的な金額は、別紙料金表参照。 

 

６ 利用料及びその他の費用 

 

 

＊介護保険制度における利用料は、介護報酬の告示上の額とし、別紙「料金表」のとおりとしま

す。介護保険の給付額に変更があった場合、変更された額に合わせてご契約の負担額を変更しま

す。 

＊保険給付以外のサービス費用については、上記５（２）のとおりとします。理美容・健康管理・

その他の日常生活に係るサービス等における外部への支払いに関しましては、一旦当苑で立替

え、月々の利用料請求と合わせてご請求いたします。 

＊利用料の支払い方法 

 原則として、金融機関口座への振込または、口座振替とします。 

月末締め翌月１５日までに請求書を送付します。口座への振込は２５日までにお願いします。 

口座振替の手続きをお済の方は、毎月２０日前後の指定日に引き落としとなります。 

  金融機関：青森みちのく銀行 新町支店 普通預金 口座番号 ３０３３７６７ 

      社会福祉法人青森県すこやか福祉事業団 理事長 須藤 和彦 



 

 

７ 苦情の受付 

利用者・ご家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、相談窓口を設置し必要な措置を講じま

す。苦情処理体制は以下のとおりです。 

① 相談・苦情の受付（苦情受付担当者又は第三者委員） 

② 苦情解決責任者・苦情解決協議会座長・第三者委員へ報告 

③ 苦情解決責任者による苦情解決に向けた第三者委員等と協議 

④ 苦情解決困難時、苦情解決協議会開催 

⑤ 苦情解決協議会にて苦情解決困難時、青森県運営適正化委員会へ解決策等について斡旋 

⑥ 苦情解決責任者による解決策等の申出者への説明（必要に応じて第三者委員の立会有） 

サービス利用者・その家族・代理人等 

     ⑥解決説明 

①申出                      ①申出 

苦情等受付担当者  第三者委員 

②報告       ③協議       ②報告 

 

苦情解決責任者 

④解決困難時 

苦情解決協議会開催 

                ⑤解決困難時 

苦情解決運営適正化委員会等を紹介 

       

苦情等受付担当者 生活相談員 千代谷 祐 志０１７－７５７－８１２２ 

苦情解決責任者  管理者 大 水 康 治０１７－７５７－８１２２ 

  

＜第三者委員＞ 

      

 

 

 

＜苦情解決協議会＞ 

   第三者委員・利用者代表・ご家族代表・苦情解決責任者等により構成し、苦情解決へ尽力する。 

虐待が疑われる事案が発生した際も事案解決に協力する。 

 

＜行政機関その他苦情受付機関＞ 

青森市福祉部介護保険課 
所在地：青森市新町一丁目３－７ 

電話番号：０１７－７３４－５２５７ 

国民健康保険団体連合会 
所在地：青森市新町２丁目４－１ 

電話番号：０１７－７２３－１３３６ 

青森県運営適正委員会 

（青森県社会福祉協議会） 

所在地：青森市中央３丁目２０－３０ 

電話番号：０１７－７３１－３０３９ 

 

青森県立保健大学講師 

虹ヶ丘町会会長 

浜館地区民生児童委員協議会会長 

長内志津子（代）０１７－７６５－２０００ 

其田 誠造 ０１７－７４３－８６６５ 

北向由己子 ０１７－７４１－７２７７ 



 

 

８ 人権の擁護及び虐待の防止のための措置 

入居者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じます。 

（１）虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものと

する。）を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。 

（２）虐待防止のための指針の整備 

（３）虐待を防止するための定期的な研修の実施 

（４）前３号に掲げた措置を適切に実施するための担当者の設置 

２ 施設は、サービス提供中に、当該施設従業者又は養護者（入居者の家族等高齢者を現に養護する

者）による虐待を受けたと思われる入居者を発見した場合は、速やかに、これを市に通報します。 

人権擁護・虐待防止責任者 管理者 大 水 康 治 ０１７－７５７－８１２２ 

相談窓口 生活相談員 千代谷 祐 志 ０１７－７５７－８１２２ 

 

９ 保証人 

保証人について 
・保証人１名以上を定めていただきます。利用者が保証人を立てられな

い場合は、施設と相談の上第三者機関の活用等について検討します。 

保証人の義務・役割 

・保証人は、利用者に債務不履行があったときは、一切の金融債務につ

いて連帯して履行の義務を負っていただくとともに、利用者の身柄を

引き取る責任を負うものとします。 

 

10 事故発生時の対応及び損害賠償 

事故発生時の対応 

＊事故が発生した場合には、速やかにご家族、嘱託医等に連絡をとり、 

迅速に必要な措置を講じます。 

＊状況、措置等の記録を残し、必要に応じて青森市へ報告します。 

＊対応方法については、対応マニュアルを定めており、その都度原因

を解明し、再発防止策を講じていきます。 

損害賠償 

＊事故が発生し、利用者の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、

損害保険等の手配を行い誠実に対応します。 

＊施設損害賠償責任保険に加入しています。 

 

11 医 療 

協力医療機関の 

概要と協力内容 

＊協力医療機関 

 医療法人 芙蓉会 村上病院 

 （住 所）青森市浜田３丁目３－１４ 

 （電 話）０１７－７２９－８８８８ 

 （診療科）内科・循環器内科・消化器内科・糖尿病内科・神経内科 

心療内科・整形外科・血管外科・泌尿器科・精神科 

放射線科・リハビリテーション科 

社会福祉法人 敬仁会 青森敬仁会病院 

 （住 所）青森市大字久栗坂字山辺８９－１０ 

 （電 話）０１７－７３７－５５６６ 

 （診療科）内科・整形外科・リハビリテーション科 



 

 

＊協力歯科医療機関 

 医療法人 Cofl 東ミナトヤ歯科医院 

 （住 所）青森市大字浜館字見取１５－１ 

 （電 話）０１７－７１８－０４５３ 

利用者が医療を 

要する場合の対応 

＊疾病・負傷等により緊急に治療が必要になった場合は、利用者の意思

を確認し、保証人等の同意を得て、医師の判断・指示により、協力医

療機関、近隣の病院等の受診に協力します。 

＊入院治療を必要とする場合は、利用者の意思を確認し、保証人等の 

 同意を得て、医師の判断・指示により、入院の協力をいたします。 

 

12 防災設備及び非常災害対策 

＊施設の防災設備は、福祉施設に対する消防法の基準を満たした設備です。 

＊施設は防火管理者を定め、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通

報及び連携体制を整備し、それらを定期的に周知するとともに、非常災害に備えるため定期的に

避難、救出、その他必要な訓練を行います。 

防火管理者：伊藤 泰史 

 

13 守秘義務に関する対策 

事業者、職員及び職員であった者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保守します。ま

た、退職後においてもこれらの秘密を保守する旨、職員就業規則に定めています。 

 

14 身体拘束の廃止 

事業者及び職員は、利用者の自由を制限するような身体拘束を行いません。但し、緊急やむを得ない

理由により拘束せざるを得ない場合には、事前に利用者及びご家族へ十分な説明をし、同意を得るとと

もに、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由について記録します。 

 

15 緊急時の対応方法 

サービスの提供中に状態の変化等があった場合は事前の打合せにより、お客様の主治医、救急隊、ご

家族、介護支援専門員等へ連絡します。 

 

16 サービス利用にあたっての留意事項 

＊来訪者は、面会時には面会票に名前、住所等を記入してください。また、来訪者が宿泊する場合

には、管理者の許可を得る必要があるため、職員に申し出てください。 

＊かかりつけ医から心身の状態に関して指示を受けた場合は、お知らせください。 

＊服薬している方は、薬を持参してください。 

＊宗教や信条の相違等で他の利用者等に迷惑を及ぼさないようにしてください。 

＊けんか、口論、泥酔等で他の利用者等に迷惑を及ぼさないようにしてください。 

＊施設の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害することは慎んでください。 

＊故意に施設もしくは物品に損害を与え、またはこれを持ち出すことはできません。 

＊施設敷地内は禁煙です。ご協力ください。 

＊施設内での金銭及び食物等のやり取りは、御遠慮ください。 



 

 

＊職員に対する贈り物や飲食のもてなしは、お受けできません。 

 

17 利用者等に対する事業計画閲覧に関する方針 

特別養護老人ホームすこやか苑事業計画書は、運営推進会議などにおいて関係機関への配布し透明性

を確保するほか、法人ホームページで閲覧が可能です。また、希望されるご利用者へ配布いたします。 

 

 

 

 私は、本書面により、特別養護老人ホームすこやか苑を利用するにあたっての重要事項の説明を受

け、十分理解したうえで同意いたしました。 

 

  年  月  日 

 

 

 利 用 者  住  所                           

   

        氏  名                  印 

 

 

 保 証 人  住  所                           

 

        氏  名                  印 

 

 

 説 明 者   所 属 社会福祉法人 青森県すこやか福祉事業団 

特別養護老人ホームすこやか苑 

        住 所 青森県青森市大字浜館字間瀬８５番地６ 

 

        氏  名                  印 

 

 


